
トピックス 

裁判所の運営に国民の意見を生かす地方裁判所委員会と家庭裁判所委員会  

 

地方裁判所委員会・家庭裁判所委員会をご存じですか？  

 平成１５年８月１日，全国の地方裁判所と家庭裁判所に，『地方裁判所委員会』と

『家庭裁判所委員会』がそれぞれ新たに設置され，８月２９日の札幌地方裁判所，９

月１７日の名古屋家庭裁判所を皮切りに，全国の裁判所で順次委員会が開催されて

います。 

 これらの委員会は，裁判所の利用者である国民の皆さんから広く率直な意見をい

ただいて，そのニーズを裁判所の具体的な運営等に生かしていくことを目的として設

置されたものです。  

 

家庭裁判所委員会は以前からあったって本当ですか？  

 家庭裁判所委員会は，昭和２４年に家庭裁判所が創設されると同時に家庭裁判所

内に設置されていました。この委員会は，家庭裁判所で取り扱う家事事件や少年事

件などが家庭生活に深く関係した事件であることに着目し，その適正な解決のために

は，家庭と密接なかかわりのある地域社会との連絡・協調を図ることが必要であると

して設置されました。この委員会では，裁判所内の案内表示の改善が提案されるな

ど，一定の成果をあげることができました。  

 

地方裁判所には家庭裁判所委員会のような委員会はなかったのですか？  

 地方裁判所にも，民事・刑事訴訟の第一審の審理をさらに充実させるために，裁判

手続の運用の改善，裁判所の施設整備や裁判官の充実などについて，裁判所外の

方々と協議をする場として『第一審強化方策地方協議会』が，昭和３１年から設置さ

れています。 

しかし，この協議会は，いわゆる法律専門家である裁判官，検察官，弁護士の委員

のみで協議がされ，利用者である国民の皆さんが直接参加する機会がありませんで

した。  



 そこで，今回，国民の皆さんから直接意見をいただき意見交換をする場として，地方裁判所

委員会が新たに設置され，従前からあった家庭裁判所委員会もリニューアルすることとなっ

たのです。  

 

地方裁判所委員会の様子（那覇地方裁判所）  

地方裁判所委員会・家庭裁判所委員会では何をするのですか？  

 これらの委員会は，国民の皆さんから意見をいただくことを目的としていますが，そ

の内容などについてご説明しましょう。（下表）  

委員会はどのような人たちで構成されるのですか？  

 これらの委員会は，いずれも原則として１５人以内の委員で構成されています。そ

のうち，裁判官，検察官，弁護士以外の学識経験者が委員総数の過半数を下回らな

いようになっており，また，より実質的な意見交換がされるように，様々な分野におい

て直接実務に携わっている方々にも委員になっていただいています。  

委員会では，どのような意見交換がされるのですか？  

 個別の裁判については，裁判の独立の関係から意見交換の対象にすることはでき

ません。しかし，それ以外の事柄であれば，諮問・答申という形式にこだわることなく，

また，裁判所が設定したテーマにとどまらず自由な話題で意見交換を行うことになり

ます。それぞれの委員が「もっとこうすれば裁判所が使いやすくなるんだけど。」，「な

ぜ，こうできないのだろう。そうすればもっと裁判所を身近に感じられるんだけど。」と



いうような率直な疑問や意見を述べていただき，裁判所からも説明をするなど，でき

る限り一方通行とはならない，いわば双方向の意見交換を行うことを予定しています。 

 そして，その中で寄せられた幅広い意見を地域の裁判所の運営に生かしていくこと

が，ひいては，裁判所に対する国民の皆さんの理解と信頼をより一層高めることにな

ると考えています。  

 

これらの委員会の結果などは，適宜，各地の裁判所のホームページにも掲載されていますの

で是非ご覧ください。 


